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建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
元
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
七
十
八
号

建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適

正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約

の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
附
則

第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。）の
施
行
期

日
は
令
和
二
年
十
月
一
日
と
し
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
令
和
三
年
四
月
一
日
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
法
第
一
条
の
う
ち
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
号
）
目
次
の
改
正
規
定（「
第
二
十
七
条
の
三

十
九
」
を
「
第
二
十
七
条
の
四
十
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。）、
同
法
第
二
十
五
条
の
二
十
七
（
見
出
し
を
含
む
。）

の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
三
十
九
の
見
出
し
を

削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法

第
四
章
の
三
中
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
同
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
建
設
業

法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
中
公
共
工

事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
七
条
第
二
項

の
改
正
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
元
年
九
月
一
日
と
す

る
。
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